
病 院 事 業 管 理 規 程

　金沢市立病院会計規程の一部を改正する規程をここに公布する。

　　令和７年１月31日　　　　　　　　　

                    　  金沢市病院事業管理者　　髙　　　田　　　重　　　男

◉金沢市病院事業管理規程第１号

　　　金沢市立病院会計規程の一部を改正する規程

　金沢市立病院会計規程（平成25年病院事業管理規程第13号）の一部を次のように改正する。

　目次中「第６条」を「第６条の２」に改める。

　第１章中第６条の次に次の１条を加える。

　 （公営企業会計システムによる事務）

第６条の２　この規程の規定によることとされている会計事務に係る手続は、公営企業会計システム（管理者が指定

する情報通信技術を利用した会計事務を行うためのシステムをいう。）を使用する方法により処理が行われた場合

は、当該処理をもって当該手続が行われたものとみなす。

第８条第１項中「(様式第１号 )」、「(様式第２号 )」及び「(様式第３号 )」を削る。

第９条中「(様式第４号 )」を削る。

第11条第１項第１号中「( 様式第５号 )」を削り、同項第２号中「( 様式第６号 )」を削り、同項第３号中「( 様式

第７号 )」を削り、同項第４号中「(様式第８号 )」を削り、同項第５号中「(様式第９号 )」を削り、同項第６号中「(様

式第10号)」を削り、同項第７号中「(様式第11号)」を削り、同項第８号中「(様式第12号)」を削り、同項第９号中「(様

式第13号 )」を削り、同項第10号中「( 様式第14号 )」を削り、同項第11号中「( 様式第15号 )」を削り、同項第12号

中「(様式第16号 )」を削り、同項第13号中「(様式第17号 )」を削る。

　第28条第１項中「(様式第22号 )」を削る。

　第30条第１項中「(様式第23号 )」を削る。

　第40条第２項中「(様式第24号 )」を削る。

　第44条第１項中「(様式第25号 )」を削る。

　第50条第３項中「(様式第26号 )」を削る。

　第57条中「(様式第27号 )」を削る。

　第58条中「物品シール（様式第28号）を付け」を「取得年月日、保管部局その他当該物品を特定することができる

情報を当該物品に明示し」に改める。

　第61条第１項中「(様式第29号 )」を削る。

　第69条中「(様式第30号 )」を削る。

　第81条中「(様式第31号 )」及び「(様式第32号 )」を削る。

　様式第１号から様式第17号までを次のように改める。

様式第１号から様式第17号まで　削除

　様式第22号から様式第32号までを次のように改める。

様式第22号から様式第32号まで　削除
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　　　附　則

　 （施行期日）

１　この規程は、令和７年２月１日から施行する。

　 （経過措置）

２　この規程の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
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